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総務常任委員会資料 

企画経営部 企画政策課 

議案第 150号 

丹波少年自然の家事務組合規約の変更に関する協議について 

 

資料１ 丹波少年自然の家事務組合からの尼崎市の脱退について（報告） 

 

 

1 丹波少年自然の家事務組合の概要 

（1）丹波少年自然の家事務組合について 

  丹波市にある丹波少年自然の家は、自然環境の中で、野外活動及び集団生活訓練を通じ

て、阪神丹波の少年の健全な育成並びに都市と農村の生活及び教育の交流を図ることを

目的として設置されました。この目的の達成のため、市内小学校 5年生が自然学校（4泊

5日）で集団宿泊訓練、野外観察学習活動の一環として利用しています。 

この丹波少年自然の家を運営する丹波少年自然の家事務組合（以下「事務組合」という。）

は、地方自治法第 284条の規定に基づく阪神丹波地域の 10市町の地方公共団体が共同し

て処理する一部事務組合であり、丹波少年自然の家の設置及び管理に関する事務を共同

処理するために昭和 54年（1979年）に設立されました。現在、尼崎市、西宮市、芦屋市、

伊丹市、川西市、三田市、猪名川町、丹波市、丹波篠山市及び本市が構成団体となってい

ます。 

 

（2）構成市町の費用負担割合について 

本市では丹波少年自然の家に係る費用として①施設建設及び修繕に係る費用（建設費

負担金）、②管理運営に係る費用（管理運営費負担金）を負担しています。 

①建設費負担金については阪神 7市 1町で全てを負担し、このうち 1割を均等割、9割を

施設建設時の人口割でそれぞれ負担しています。 

②管理運営費負担金の負担割合は次のとおりです。 

ア 阪神 7市 1町で全体費用の 9割を、丹波 2市で 1割を負担しています。 

イ 阪神 7市 1町が負担する費用（全体費用の 9割）の 1割を均等割、9割を人口割で

負担しています。この人口割は、5年に 1度の国勢調査人口を基準としています。 

ウ 丹波 2市が負担する費用（全体費用の 1割）の 7割を丹波市が、3割を丹波篠山市

が負担しています。 

 

（3）本市予算（令和 4年度）の内訳について 

ア 歳入 

(ア) 環境体験事業及び自然学校推進事業交付金：15,130千円 

    所管課：学校教育課 

イ 歳出 

 (ア) 丹波少年自然の家負担金（自治体連携事業）：*14,262千円 
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所管課：企画政策課 

*内訳として、①建設費負担金 1,994千円、②管理運営費負担金 12,269千円 

令和 4年度の負担金の構成市町による内訳は、下記のとおりです。 

 (イ) 小学校体験活動事業 44,057千円（他施設利用分も含む） 

所管課：学校教育課 

 

 

2 尼崎市の脱退について 

（1）経緯 

  令和 2 年 2 月に開催された丹波少年自然の家事務組合定例会において、審議終了後、

尼崎市長から丹波少年自然の家事務組合を脱退する意思があるとの説明がありました。 

その理由は、自然の家利用に関しては負担金の負担率と実際の利用者数が見合ってお

らず、これまでも利用負担の見直しの提案をしたが一向に進まなかったこと、尼崎市にお

いては別途、自前の施設（美方高原自然の家）も所有しており、今後の児童数の減少や施

設維持の経費、財政状況等を考えると、施設の二重投資は困難であるということでした。 

その後、尼崎市の脱退について再考いただく前提で、西宮市が事務局を担い、尼崎市も

含めた副市町長級による「丹波少年自然の家あり方を検討する会議」を令和 2年度に計 3

回開催し、負担金の負担割合の見直し、脱退ルールの設定、組合のあり方等について議論

しましたが、尼崎市の脱退の意向が変わりませんでした。 

その後、令和 3年 3月 4日の尼崎市議会において、地方自治法第 286条の 2第 1項の

規定により、尼崎市は丹波少年自然の家事務組合を令和 5年 3月 31日付で脱退すること

が議決されました。一部事務組合からの脱退に関しては、同法同条同項の規定により、脱

退する日の 2 年前までに他の全ての構成団体に書面で予告する必要があり、尼崎市から

令和 3年 3月 22日に脱退予告書の提出を受けました。 
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（2）提出議案 

  令和 5 年 3 月 31 日付で尼崎市が脱退するため、同法第 286 条の 2 第 2 項の規定によ

り、規約の変更を行う必要があります。規約の変更にあたっては、同法第 290条により構

成市の議決が必要であることから、今般、規約変更について提案するものです。 

  また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第 12条により、議決をする前

に、関係地方公共団体の議会は、教育委員会の意見を聴かなければならないこととされて

います。 

 

（3）尼崎市脱退後の負担金について 

  尼崎市の脱退により、令和 5年度の各市の負担金が増額となるところですが、建設費負

担金については尼崎市が将来に渡っての繰上償還をしたため、また管理運営費負担金に

ついては、後述のように事務組合が解散の方針となり、令和 5年度の自然学校の受け入れ

を縮小したため、負担金の額は令和 4年度と同程度となる見込みです。 

 

3 事務組合の解散について 

（1）令和 3年度構成市町の局長（部長）級によるあり方協議について 

 尼崎市の脱退を受けて、副市町長級による「丹波少年自然の家あり方を検討する会議」

の継続協議の場として、各市町の局長（部長）級会議を開催し、施設の存続を考えつつ

これからの事務組合がどうあるべきかという協議を行っていくこととなりました。（全 9

回開催） 

 その結果、一部事務組合の存続を前提に、R4年度末までに施設改修・設備修繕を実施

すること、管理運営費負担金について利用割を導入すること、運営に指定管理者制度を

導入すること等について、令和 4 年 1 月 19 日の首長会議において基本合意に至りまし

た。 

 

（2）解散に至る経緯 

  しかし、その後、一部構成市から脱退の意思表明あるいは可能性が示唆され、2月 7日

に開催された丹波少年自然の家事務組合議会定例会後に、各市町の首長間での協議が行

われました。その中でも、本市は一貫して、子どもの健全な育成のための施設として引

き続き本施設を存続、活用するべきと意見しましたが、今後の事務組合の運営は困難で

あるとの結論に至り、事務組合を令和 5年度末に解散する方向で協議していくこととな

りました。 

そして、4月 19日の丹波少年自然の家事務組合議会臨時会において、首長協議結果の

報告がなされ、組合解散に関するアドバイザリー業務を盛り込んだ令和 4年度丹波少年

自然の家事務組合歳入歳出補正予算が可決されました。 

 

4 丹波少年自然の家事務組合解散に向けた協議 

（1）局長（部長）会議 
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  事務組合を解散する方向となったことから、解散に向けた協議に関する局長（部長）会

議において、解散の手続き、建物の処分方法、職員の処遇等について協議を始めること

となりました。 

解散に向けた協議に関する局長（部長）会議での協議結果をもとに、令和 4年 8月 15

日の丹波少年自然の家事務組合議会定例会において、以下の内容が報告されました。 

・令和 5年度の自然学校の受け入れは 1学期のみとする 

・令和 5年度の運営負担金は、尼崎市が脱退するが自然学校の規模縮小により負担金

は増減しない方針 

・丹波少年自然の家施設整備基金を廃止し、一般財源化された資金は、解散に関する

アドバイザリー業務委託やその他今後解散に必要な経費に充当する 

・ワーキングチームを立ち上げ、解散に向けた具体的内容を検討していく 

なお、丹波少年自然の家施設整備基金については、定例会において廃止が承認され、

基金を一般財源化し、その使途については今後、局長（部長）会議において協議するこ

ととなりました。 

 

（2）ワーキングチーム 

解散に向けてより具体的に検討していくため、川西市が事務局となり、令和 4年 8月

より構成市町の課長級職員及び解散に関するアドバイザリー業務の受託者である「有限

責任監査法人トーマツ」とともにワーキングチームを立ち上げています。「財産処分」「解

散手続き・職員処遇」の２つのテーマに沿ってチーム編成が行われ、概ね月１回の頻度

で開催し、令和 5年度末解散に向けた協議を進めています。 

 

5 令和 5年度自然学校施設確保状況 

市内の公立小学校 23 校のうち、令和 5 年度の自然学校で丹波少年自然の家の利用を

予定している学校は以下のとおりです。なお、同施設の利用予定がない学校については、

代替施設を確保済みであり、下記 3校についても令和 6年度以降は代替施設を利用する

ことが決まっています。 

 

学校名 クラス数 人数 実施時期 

宝塚市立良元小学校 2 52 6/12～6/16 

宝塚市立西山小学校 3 116 6/19～6/23 

宝塚市立売布小学校 3 96 6/26～6/30 

合計 8 264  

 


